


訪問歯科診療はその言葉のごとく何らかの身体的、精神的理由で歯科診療所

に通院できない方に対し、歯科医師、歯科衛生士が自宅や介護施設、病院等に

訪問し、歯科診療や専門的口腔ケアを行うことです。

しかし、住民へのアンケートでは医科の訪問診療や訪問看護と比べ認知度が

低く、訪問歯科診療は残念ながら一般の方々へはあまり浸透していないのが現状

です。

また、ある『要介護者の口腔状態と歯科治療の必要性』の報告では、全体の

64.3%は歯科治療が必要な状態であるが、実際に歯科治療を受けた要介護者

はわずか2.4%であると示されています。つまり訪問歯科診療が必要な方々に届

いていないことが分かります。

そこで、今回、在宅医療・多職種連携サービスガイド訪問歯科診療編を作成す

ることで、他職種の方々に訪問歯科診療というものを理解して頂き、今後、佐世保

市の多職種連携の輪の中に歯科がより浸透することで市民の方々により良い在

宅医療を提供できることを願っております。

令和7（2025）年7月1日

一般社団法人 佐世保市歯科医師会
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1.在宅においてできること

訪問歯科診療の対応範囲は、基本的には外来診療と同じく検査、処

置、手術、口腔管理、リハビリテーションが含まれます。

具体的には、診療・ケア・口腔リハビリテーションなどです。

在宅歯科医療の３つの柱
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しかし、処置や手術に関しては「生活の場での診療であること」、「全

身状態の問題」など、患者の予備力と与える侵襲を勘案し、安全で確

実な対応を第一とすることが重要となります。

診療

・むし歯治療
・抜歯
・歯冠（詰め物・被せ物）修復
・歯周病検査・治療
・義歯の製作・調整・修理 等

口腔リハビ
リテーション

・摂食嚥下リハビリテーション

ケア

・口腔ケア
・口腔衛生指導



引用 一般社団法人 日本老年歯科医学会、在宅歯科医療の基本的考え方2016、 
https://www.gerodontology.jp/publishing/guideline.shtml、 （参照 20250526）
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また、訪問歯科診療は歯科診療の提供のみを目標としたものではなく、
生活のサポートという視点で提供されるものでもあります。生活のサポート
には「ケア介入」および「リハビリテーション」が含まれます。
以下に例を示します。

セルフケアの低下した患者に対応するためには、セルフケアの実施場所、
すなわち生活の場での指導や介入が必要となります。

例１：

リハビリテーションは生活機能を中心に据えた医療であるため、生活で
きること、すなわち「口から食べる」ことや「コミュニケーション手段として
の話す」ことを対象としたサポートを行います。

例2：

口から食べることのリハビリテーションには「経口摂取の維持」や「経口
摂取の再開」が含まれます。

例3：



2.訪問歯科診療の要件

①対象者
医科の在宅医療と同じく通院困難な者（介護施設入所中、入院中の患者を含む）
となっていますが、
✓ 要介護状態区分のみに基づいて形式的に判断されない

- 知的障害者、精神障害者、車いす利用者
✓ 医科の外来診療を受けている患者でも可能な場合がある

- 緊急の場合、検査の必要性があり搬送された外来診療
- 家族等の通院介助による外来診療

とされており、個々のケースごとに担当歯科医師が適正に判断する必要があります。

②対象範囲
歯科医院を中心とした半径16kmの円内が訪問歯科診療の対象範囲となってい
ます。

3.訪問歯科診療の必要機材

訪問歯科診療では、処置内容によっては多くの機材や準備物が必要となります。
生活の場での診療となるため、スペースの確保や電源、水の提供が可能かなど施
設や患者宅への事前確認を行うことが重要です。
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日本障害者歯科学会小児在宅歯
科医療の手引き第1版より引用



4.どのような状態の時に依頼（相談）すればよいか

アセスメントの例を３つ示します
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⚫  本人・家族から歯・口腔に関する訴えがあった場合

⚫  口腔内のアセスメント時に問題が確認された場合

本人や家族から口腔に関する訴えがなくとも、定期的なアセスメントをとり、

現状の把握、問題の早期発見に繋げることが重要です。

① お口のチェックシート Ｐ5を参照

② お口のミカタシート Ｐ6を参照

③ ORAL HEALTH ASSESSMENT TOOL日本語版（OHAT-J）Ｐ7を参照

③は、東京医科歯科大学院地域・福祉口腔機能管理学分野 「OHATについて」のページ
よりダウンロード可能です。
https://www.ohcw-tmd.com/research/ohat.html

②は、長崎県歯科医師会のホームページよりダウンロード可能です。
（①の、お口のチェックシートもダウンロード可能です。）
https://www.nda.or.jp/mouthcheak

①は、在宅医療・多職種連携サービスガイド 【別冊】医療と介護の連携様式集より入力が
可能です。佐世保市在宅医療・介護連携ウェブサイト“かっちぇて”よりダウンロード可能です。
http://www.sasebo-zaitaku.net/worker/dl/

https://www.ohcw-tmd.com/research/ohat.html
https://www.nda.or.jp/mouthcheak
http://www.sasebo-zaitaku.net/worker/dl/
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アセスメント例① お口のチェックシート

ケアマネジャー



大村東彼歯科医師会作成お口のミカタシートより引用
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アセスメント例② お口のミカタシート



7

アセスメント例③ ORAL HEALTH ASSESSMENT TOOL

引用 東京科学大学大学院地域・福祉口腔機能管理学分野、https://www.ohcw-tmd.com/research/ohat.html、（参照：20250526）.



訪問歯科診療利用のフローチャート

患 者

かかりつけ歯科医院がある
かかりつけ歯科医院がない又はかかりつ
け歯科医院が訪問診療を行っていない

■オンラインでの依頼
•長崎県歯科医師会訪問
歯科診療申込システム
「長崎デンタルネット」から
申込み

•申込みの流れは、Ｐ10を
参照

■電話又はFAXでの依頼
•佐世保市歯科医師会へ連絡
ＴＥＬ：0956-22-4264
ＦＡＸ：0956-25-4638
から申込み
•受付時間：
平日：９時～１７時
（12時～13時15分を除く）
土曜：９時～１２時

•申込票は、Ｐ9を参照

歯科医師会

•訪問歯科診療希望者から詳細を確認
•患者さんの住所・入所先、入院先区域で、 訪
問診療を行う歯科医院へ診療を依頼

•訪問歯科診療医院に、患者の訪問先住所、
施設などの情報を提供

訪問歯科診療医院

ケアマネ
ジャー

●ケアマネジャーに情報提供
•利用者の病状、経過等
•介護サービスを利用するうえでの留意点、介護
方法等

•利用者の日常生活上の留意事項・社会生活面
の課題と地域社会において必要な支援等

情報交換
連 携

依 頼

診 療

依 頼

介護支援

申込み
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5.訪問歯科診療の依頼（相談）窓口や方法について

よ坊さん



■【電話・ＦＡＸで依頼】佐世保市歯科医師会訪問歯科診療申込み票

②佐世保市歯科医師会のホームページ

http://saseboda.or.jp/jigyou.html#youkaigo-shougaisha
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①佐世保市在宅医療・介護連携ウェブサイト“かっちぇて”
在宅医療・多職種連携サービスガイド 【別冊】医療と介護の連携様式集をダウン
ロード後、入力が可能です。
http://www.sasebo-zaitaku.net/worker/dl/

■以下、①②よりダウンロードが可能です。

http://saseboda.or.jp/jigyou.html#youkaigo-shougaisha
http://www.sasebo-zaitaku.net/worker/dl/


■【訪問歯科診療をオンラインで依頼】 「長崎デンタルネット」

https://www.nda.or.jp/dentalnet
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長崎県歯科医師会訪問歯科診療申込システム
「長崎デンタルネット」からお申込みください

お申込みの流れ

① 訪問歯科診療をご希望の患者様、訪問先ご住所（ご自宅・病院・
施設など）の情報をお寄せ下さい。
ご本人様のお申込みはもちろん、ご家族・施設ご担当者・主治医の方の代理お申込
み・ご相談も受付けています。 24時間いつでも無料でご登録いただけます。

② 歯科医師会から折り返し、詳細確認のお電話をいたします。
お口まわりの症状やお悩み事をもとに、適切な診療が受けられる歯科医院を選定す
る基準としてお話を伺います。

③ 歯科医師会より、訪問診療を実施している歯科医院へ診療を依頼
します。
患者様の住居・入居先・入院先区域で、訪問診療を行っている歯科医院へ歯科医
師会から訪問診療を依頼します。

④ 担当医が患者様のご自宅・施設・病院へ診療に伺います。
寝たきり・車椅子の方でも、身体に負担のかからない体勢で診療が受けられます。
ご自宅でも、診療には従来通りの保険が適用されます。 また、訪問に関して高額な費
用を請求されることはありません。

https://www.nda.or.jp/dentalnet
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■【訪問歯科診療をオンラインで依頼】 「長崎デンタルネット」

https://dental.nda.or.jp/houmon.php

https://dental.nda.or.jp/houmon.php


6.佐世保市歯科医師会訪問歯科診療協力医

(計３０名) 令和7年4月現在
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歯科医師名 医療機関名 所在地 TEL番号 FAX番号

■早岐地区

岡本 浩一 岡本歯科診療所 三川内本町138-3 30-8758 30-8758

川原 直樹 かわはら歯科 権常寺1丁目10-31 38-9570 38-9262

北尾 知章 きたお歯科クリニック 早岐2丁目42-12 38-5630 38-5630

七熊 翔 ななくま歯科医院 花高3丁目28-10 39-2151 39-2303

■日宇地区

佐々 一男 さざ歯科医院 もみじが丘町40-4 34-0808 34-0808

山本 親郎 山本歯科診療所 藤原町25-14 32-5026 32-5026

■山澄地区

泉 大輔 泉歯科 若葉町24-24 33-2955 33-2955

太田 信敬 太田歯科診療所 若葉町2-1-102 31-0914 33-7266

長富 浩一郎 長富歯科医院 若葉町7-34 31-4530 31-4533

初瀬 和敏 はつせ歯科 潮見町15-7 31-5641 31-6017

村尾 知紀 村尾歯科医院 若葉町2-11 31-6207 34-5270

内田 聡 内田歯科こども矯正歯科クリニック 大宮町17-16 31-8737 31-8737

■中部地区

麻生 宏 麻生歯科医院 高天町1-8 22-6347 24-2559

安西 裕一 安西歯科医院 島瀬町2-2 24-5581 24-5575

犬塚 俊房 犬塚歯科診療所 上京町4-16 22-7006 22-7006

須田 晶 アキラデンタルオフィス
島瀬町9-17 
森塚第12マンション2F

22-7980 22-7531

德富 健太郎 徳富歯科医院 栄町5-17 22-6479 22-6490

原田 洋介 はらだDental Care Clinic 折橋町3-7 76-8127 76-8127

■清水地区

高瀬 一馬 カズ歯科医院 御船町4-24 23-5690 23-5690

土井添 雄介 土井添内科・歯科クリニック 船越町1245 28-1115 28-6401

大津 亮泰 オオツ歯科クリニック 木場田町6-33 76-7882 76-7829

田中 淳 歯科タナカ 谷郷町2-15 22-4793 22-4793

兵働 敏也 兵働歯科医院
万徳町1-8
 パールハイツ1F

25-8135 25-8135

森 三喜夫 朝村歯科 宮田町2-18 25-8866 25-8901

■大野地区

東 大智郎 あずま歯科医院 瀬戸越2丁目2-10 37-8817 37-8817

■相浦地区

江頭 毅 吉岡町歯科 吉岡町1476-5 59-7420 59-7421

神谷 治雄 神谷歯科診療所 皆瀬町272-1 49-7866 49-7866

疊屋 文人 たたみや歯科医院 大潟町60-102 48-5655 48-5675

永田 昌也 ながた歯科クリニック 竹辺町849番地1号 76-9170 76-9270

■吉井地区

法師山 眞人 法師山歯科医院 吉井町立石467-1 64-3900 64-3900

（令和7年4月現在）



（1）歯科医師が行う場合

（居宅療養管理指導費（歯科医師））

主治の歯科医師が、在宅の利用者で通院が困難な人に対して、計画
的かつ継続的な医学的管理または歯科医学的管理に基づき、

①ケアマネジャーに対するケアプランの作成等に必要な情報提供 （利用者の同
意が必要）

②利用者や家族等に対し、介護サービスを利用するうえでの留意点、介護方法等
についての指導および助言

を行った場合に単一建物居住者の人数（※図1）に従い、以下の単位を
算定を行います（月2回まで）。

ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定することができません。

7.介護保険について（居宅療養管理指導）

単一建物居住者の人数 単位（月2回まで）

単一建物居住者1人に対して行う場合 517単位

単一建物居住者2～9人に対して行う場合 487単位

単一建物居住者10人以上に対して行う場合 441単位

また、利用者が他の介護サービスを利用している場合は、利用者または
家族の同意を得て、必要に応じて介護サービス事業者等に介護サービス
を提供するうえでの情報提供や助言を行う必要があります。
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※図1



１）ケアマネジャーへの情報提供

（1）サービス担当者会議へ参加し、ケアプラン策定に必要な情報提供
をします（必ずしも文書等による必要はない）。その場合は情報提
供の要点を、医療保険のカルテ等に記載します。カルテに記載する
場合は下線または枠で囲う等により、他の記載と区別できるように
しておきます。

（2）サービス担当者会議へ参加できない場合や、会議が開催されてい
ない場合等はケアマネジャーに文書等（メール、FAX等でも可）に
より情報提供を行います。なお、文書等で情報提供した場合は、そ
の写しをカルテに添付するなどにより保存します（保存期間２年）。

 「ケアマネジャーへの情報提供文書」（Ｐ15）には以下の①〜④の
内容を記載します。

① 基本情報
② 利用者の病状、経過等
③ 介護サービスを利用するうえでの留意点、介護方法等
④ 利用者の日常生活上の留意事項・社会生活面の課題と地域社会において
必要な支援等

２）利用者またはその家族等への情報提供
利用者またはその家族への情報提供には、「歯科疾患在宅療養管理
料」の提供文書の書式（Ｐ16）を使用してもよいとされています。なお、情
報提供は義務ではく、必要に応じて行われ、利用者や家族の同意のもと、
担当のケアマネジャーにも管理計画書として情報提供することが望まし
いです。
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介護保険（ケアマネージャーへの情報提供）様式 
令和    年    月    日 

情報提供先事業所      
担当     殿 

医療機関名      
医療機関所在地      
電話番号       
FAX番号       
歯科医師氏名                                  

基本情報 

利用者氏名 

（ふりがな） 
男 

・ 

女 

〒      － 

      市     町 

  

大・昭      年     月     日生(    歳)    連絡先         (        ) 

利用者の病状、経過等 

(１) 情報提供の目的 

 

(２) 病状、経過等 

□ 口腔衛生状態不良 

  プラーク（□ 多い □ 普通 □ 少ない □異常なし） 

  舌苔    （□ 多い □ 普通 □ 少ない □異常なし） 

  口臭    （□ 多い □ 普通 □ 少ない □異常なし）             

  義歯の汚れ（□ 多い □ 普通 □ 少ない） 

□ う蝕等    

□ 歯周病   

□ 口腔乾燥 

□ 口腔粘膜疾患（カンジダ症、口内炎、潰瘍等） 

□ 摂食・嚥下機能の低下 

□ 義歯の問題（□ 義歯新製が必要な欠損 □ 義歯破損・不適合等）  

□ その他（                                          ） 

□ 配慮すべき基礎疾患（                                    ） 

介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等 

(１) 必要な歯科治療 

□ う蝕治療       □ 冠・ブリッジ治療      □ 義歯の新製や修理等 

□ 歯周病の治療   □ 口腔機能の維持・向上    □ その他（                ）   

(２) 利用すべきサービス 

□ 居宅療養管理指導（□ 歯科医師  □ 歯科衛生士） □ その他（                  ） 

(３) その他留意点 

□ 摂食・嚥下機能  □ 誤嚥性肺炎  □ 低栄養  □ その他（                     ） 

(４) 連携すべきサービス 

□ 特になし         □ あり（必要な支援                           ） 

利用者の日常生活上の留意事項・社会生活面の課題と地域社会において必要な支援等 

(１) 利用者の日常生活上の留意事項 

 

(２)社会生活面の課題と地域社会において必要な支援 

社会生活面の課題   □ 特になし  □ あり 

（必要な支援                                                  ） 

(３) 特記事項 
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■介護保険（ケアマネジャーへの情報提供）様式（歯科医師 ケアマネジャー）

※ウェブサイト“かっちぇて” 在宅医療・多職種連携サービスガイド 【別冊】医療と介護の連携様
式集よりダウンロード後、入力が可能です。

介護保険（ケアマネジャーへの情報提供）様式



16

■歯科疾患在宅療養管理料に係る管理計画書（歯科医師 利用者、家族・ケアマネジャー）



（2）歯科衛生士が行う場合

（居宅療養管理指導費（歯科衛生士））

在宅の利用者で通院または通所が困難であり、

①居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した人（その実施に同意
する者に限る）に対して、歯科衛生士、保健師、看護職員（以下、歯科衛生士
等）が利用者を訪問し、歯科医師、歯科衛生士その他の職種のものが共同し
て、利用者ごとの口腔衛生状態および摂食嚥下機能に配慮した管理指導計
画（Ｐ18）を作成している

②利用者ごとの管理指導計画に従い、療養上必要な指導として利用者の口腔内
の清掃、有床義歯の清掃または摂食嚥下機能に関する実地指導を行っている
とともに、利用者またはその家族等に対して、実地指導にかかわる情報提供お
よび指導または助言を行い、定期的に記録している

③利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該
計画を見直している

上記、いずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所の歯
科衛生士等が、介護保険の利用者に対して訪問歯科診療を行った歯
科医師の指示に基づいて訪問し、実地指導を行なった場合に、単一建
物居住者の人数（※図2）に従い、以下の単位で算定を行います。

（月4回まで）

単一建物居住者の人数 単位（月4回まで）

単一建物居住者1人に対して行う場合 362単位

単一建物居住者2～9人に対して行う場合 326単位

単一建物居住者10人以上に対して行う場合 295単位

※図2
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■歯科衛生士による居宅療養管理指導に係るスクリーニング・アセスメント・管理指導計画
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① スクリーニング：
利用者の口腔衛生状態および口腔機能の状態（摂食嚥下機能等）
について、リスクを把握する

② アセスメント：
スクリーニングの結果を踏まえ解決するべき課題を把握する。アセスメ
ント結果を記載

③ 管理指導計画の作成：
アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士、その他の職種の者が
共同して利用者ごとに具体的な計画を含めた管理指導計画を作成
し、利用者またその家族に説明し、同意を得る

④ モニタリング：
定期的に利用者の生活機能等の状況を検討しモニタリングを行い、
指示を行った歯科医師に報告する。モニタリングにおいては、口腔衛
生状態の評価、口腔機能の状態の把握を行う

⑤ スクリーニング：
おおむね3ヶ月をめどにスクリーニングを実施し、指示を行った歯科医
師に報告する。必要に応じて、歯科医師その他の職種とともに「管理
指導計画」を見直す

8.居宅療養管理指導（歯科衛生士等）の実際の進め方
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施
設

･介護老人福祉施設
･介護老人保健施設
･介護医療院
･地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護

※令和6年4月より従来の口
腔衛生管理体制加算は基
本サービスに包括化

【口腔衛生管理加算】
Ⅰ：90単位/月
Ⅱ（LIFE）：110単位/月

【経口移行加算】
28単位/日

【経口維持加算】
Ⅰ：400単位/月
Ⅱ（協力歯科医療機関を設定）：100単位/月

短
期

・短期入所者生活介護
・短期入所療養介護

【口腔連携強化加算】
50単位/月

訪
問

・訪問介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・定期巡回

居
宅

・特定施設入所者生活介護 【口腔衛生管理体制加算】
30単位/月

※特定施設入所者生活介護に
おいては、令和６年度介護報酬
改定後、3年間の経過措置期
間後に基本サービスに包括化

【口腔・栄養スクリー
ニング加算】
（口腔および栄養）
：20単位/回･地域密着型特定施設入所者

生活介護
･認知症対応型共同生活介護

多
機
能

・小規模多機能型居宅介護

･看護小規模多機能型居宅介
護

【口腔機能向上加算】
（月2回）
Ⅰ：150単位/回
Ⅱイ（リハ・栄養）：155単位/
回
Ⅲロ（LIFE）：160単位/回

【口腔・栄養スクリー
ニング加算】
Ⅰ（口腔及び栄養）
：20単位/回
Ⅱ（口腔または栄養）
：5単位/回

通
所

・通所介護
・通所リハビリテーション
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護

9.介護保険（その他の口腔関連の加算）
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